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(仮称)石巻風力発電事業 環境影響評価準備書に係る答申（案）

１ 全般的事項

(１) 当該事業は再生可能エネルギーとして環境に配慮した事業であるが，県内でも

例の少ない大規模商業用風力発電事業であることや，地域の活性化に資すること

を目的として掲げていることから，事業のライフサイクル，街づくり等を見据え

た環境配慮を実践するよう努めること。

(２) 事業区域は硯上山万石浦県立自然公園にかかっており，周辺には集落も存在す

ることから，当該事業が近隣住民の生活環境，自然環境，牧場等に悪影響を及ぼ

さないよう，環境の保全に最大限配慮すること。

(３) 事業の実施にあたって環境影響評価項目として選定しなかった環境要素につい

ても，科学的知見の明らかな影響について低減に努め，その配慮した内容に関し

て具体的に評価書に記載するよう努めること。

(４) 施設の稼動に際しては，影響が小さいと評価していても，他県の事例や最新の

知見を見ると，騒音や風車の影の苦情が発生する事例があるため，苦情があった

場合の環境保全措置を事前に検討し，内容を評価書へ記載すること。

(５) 風車の配置，基数，高さについては，騒音，動物，景観等へ与える影響が大き

いことから，最新の知見を踏まえて定量的かつ科学的に予測することとし，現在

の配置等となった検討の経緯を評価書へ記載すること。また，影響が大きい項目

については，配置計画の見直しも含め，適切な環境保全措置を検討すること。

(６) 当該事業は複数の環境要素に係る保全措置が必ずしも両立し得ない関係である

が，例えば景観的に影響の少ないエリアにおいて，猛禽類等の保全措置としてブ

レードへの塗色を実施する等，トレードオフの関係が両立する事例もあることか

ら，保全措置の選定にあたっては総合的に勘案し，適切な環境保全措置を講ずる

こと。

２ 個別的事項

（騒音）

(１) 風力発電機の機種選定にあたっては，大きな騒音が生じる事例が確認されてい

ない機種を採用すること。



(２) 風車の稼働に係る騒音については，特に静穏な地域において，環境基準を下回

る騒音レベルでも，問題等が生じている事例があることから，評価に当たっては，

環境基準への整合のみにとらわれず，地域特性や最新の知見を十分に踏まえて適

切な保全目標を設定し，評価書に記載すること。また，地形によっては集音の可

能性があることから，地形の特性を把握した上で，これについて適切に予測，評

価すること。

（水質）

近年は地球温暖化等に伴い，降水量が増え，降水強度が強くなる傾向がある。近隣

の気象観測点等の降雨量データを解析し，浮遊物質量の基準を超過する可能性につい

て適切に予測し，評価すること。

(風車の影)

風力発電機は可動部を持つ構造であり，これによる影は生活環境や労働環境に対し

て，知覚的に大きな影響を与えることから，住民から違和感や体調不良等の苦情が

あった場合の環境保全措置を検討し，評価書へ記載すること。

（動物）

(１) 動物全般として，工事の影響は繁殖地や生息地に対して点としてではなく，面

として影響してくるため，この特性を踏まえて影響を予測し，適切に評価するこ

と。

(２) 希少猛禽類については，旧営巣地回帰に際しての衝突回避のため，当該事業区

域付近の営巣時飛翔データを活用し，風車毎に衝突確率を計算するとともに，

風車の設置位置の変更，あるいは設置場所から離れた餌狩場の創出を図り，

いずれかの対策を評価書へ記載すること。

また，同種の大飛び調査は９月に２日ずつ調査間隔を空けて，事後調査として

確実に実施すること。

(３) 猛禽類の衝突確率は風車ごとに最新の知見を用いて評価し，さらに衝突回避・

低減のため，樹木伐採地における草本類の繁茂抑制や風車から離れた人工巣・止

まり木などの環境保全措置を確実に実施すること。

(４) 希少コウモリ類については，震災後の最新のデータ等の収集を行い，適切に予

測，評価を見直すこと。

(５) 地上を歩く爬虫類，両生類を含む動物全般については，工事車両通行による轢

死の予測を行うとともに，実効性の高い環境保全措置を適切に講ずること。



(６) 沈砂池及び排水方向の図面に関して，水質の予測，評価に合わせて沈砂池の位

置，大きさ，排水箇所を適正に反映させることとし，評価書へ記載すること。

その上で両性類，魚類等の生息環境に与える影響について，どのような水質環

境で各々の生物が生息可能であるかを，客観的な指標等を示して適切に予測，評

価すること。

（植物）

希少植物の予測全般に関して，ある程度の面的な保全が必要であることから，保全

帯の範囲や生育環境への保全措置を適切に検討した上で，適正に評価すること。

（景観）

(１) 主要な眺望点や身近な景観地点からの各風車の見えの大きさや風車によるスカ

イラインの分断の影響を定量的に予測するとともに，構造の違いによる見えのイ

ンパクトも適切に予測，評価すること。

(２) 景観的な評価に当たっては，風車ごとに予測することとし，その結果を基に，

特にＴ０１，Ｔ０２風車の高さ，配置等について再度検討するとともに，全体の

風車の基数，規模，高さ，配置の見直しを含めて，影響の回避・低減に努めるこ

と。


